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施   行  ２０１５年 ４月 １日 

最終変更  ２０２５年 ６月 ４日 

事務局権限表  
（凡例）  

・○＝各職位の所管の範囲で決裁できる。  

・金額＝予算の範囲内かつ各職位の所管の範囲で１件当たり表示金額（税抜）を上限に決裁で

きる。  

（本権限表の取扱い）  

・権限表に定めのない事項については、他の規程に定めがない限り、理事会決議を要する。  

・権限表の定めが他の規程に抵触する場合は、他の規程を優先する。  

 

１．各部共通  

項目  事務局長  

部長、担当部長 

会計室長 

情報システム室長 

紛争解決対応室長 

監査室長 

政策調整室長 

副部長  
所長、マネージャー 

紛争解決対応室副室長  

官公庁その他に対する諸願届、報告（重

要なものを除く。）  
○  ○  

（定型的なものとして事

務局長の承認を得たもの

または緊急時に限る。）  

  

広報及び情報公表の内容の決定（日常的

な業務運営に関するものに限る。）  
  ○  ○  

（既存 Webページの軽微な  
更新に限る。）  

機関外への連絡・依頼文書の作成及び事

務に関する確認書等の締結（日常的な業

務運営に関するものに限る。）  

○  
（各部等横断的な内

容に限る。）  

○  ○  
（軽易なものに限る。）  

自動更新条項が付いた契約の更新（契約

解除の場合は、その契約を締結した際の

権限に依る）  

○  
（初回契約承認が、

理事会のもの）  

○  
（初回契約承認が、事務

局長のもの）  

○  
（消耗品の購入等の軽易な 

ものに限る。）  

事務局内における事務処理のための様式

等の制定  
  ○    

役員及び職員（事務局長を除く。）が業務

として行う講演等の届出 

○ ○ 

（総務部長（部長及び

室長を除く職員が業務

として行う講演等の届

出に限る。）） 

 

役員に対する旅行命令 ○   

事務局長に対する旅行命令  ○ 

（総務部長） 
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１．各部共通（続き） 

項目  事務局長  

部長、担当部長 

会計室長 

情報システム室長 

紛争解決対応室長 

監査室長 

政策調整室長 

副部長  
所長、マネージャー 

紛争解決対応室副室長  

配下の職位及び職員（事務局長を除く。）

に対する国内旅行命令（鉄道運賃（特別

料金を除く。）又はバス運賃となる経路で

あって宿泊を伴わないものを除く。） 

○  ○  

（部長又は室長） 
○  

（所長） 

配下の職位及び職員（事務局長を除く。）

に対する国内旅行命令（鉄道運賃（特別

料金を除く。）又はバス運賃となる経路で

あって宿泊を伴わないものに限る。） 

○ ○ ○ 

職員（事務局長を除く。）に対する外国旅

行命令  
○      

書籍・雑誌の購入（定期購読契約を除

く。）  
  10万円    

    
 

２．総務部  

項目  事務局長 総務部長、会計室長、 

情報システム室長 

副部長 

マネージャー 

職員の異動（事務局内の所属変更に関す

るものに限る。）  
○      

職員の募集、契約の更改その他の採用に

付随する事項の決定  
○      

職員研修の実施    100万円（部長）    

職員の表彰（表彰に関する規程第４条第

１項に基づく国家資格等取得者への表彰

に関するものに限る。） 

 ○  
（部長） 

 

健康診断、安全衛生行事の実施    ○  
（部長）  

  

各部・室への予算の配分    ○  
（会計室長）  

  

支出又は収入の原因となる契約の締結  
（入札の実施を含む。）  

1,000万円  
  

500万円 

（部長） 

（情報システム室長

（情報システムに関

するものに限る。）） 

20万円  
（消耗品の購入に限る。 

総務ＧＭ及び情報シス 

テム室Ｍに限る。）  

労働者派遣業務の契約の締結  
（入札の実施を含む。）  

1,000万円  
（1人当たり）  

500万円  
（1人当たり）  

（部長）  
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２．総務部（続き）  

項目 事務局長  
総務部長、会計室長、 

情報システム室長 
副部長 

マネージャー 

財産の売却（入札の実施を含む。）、固定

資産の除却  
100万円  50万円  

（部長）  
  

契約金額の変更（変更後の金額が契約締

結権限を有する金額を超えない場合に限

る。）  

○  
  

○  
（部長） 

（情報システム室長

（情報システムに関 

するものに限る。））  

  

水道光熱費等の公共的サービスの受給に

係る契約の更改（公開されている約款の

変更に起因するものなど、料金算定の基

本要素や使用形態の顕著な変更を伴わな

いものに限る。） 

○ 

（初回契約承認が、 

理事会のもの） 

○ 

（部長） 

（初回契約承認が、 

事務局長のもの） 

 

会計規程第２４条（予定価格）に基づく

入札予定価格の決定  
  ○  

（会計室長）  
  

会計規程第２６条（落札者の決定）に基

づく入札結果の通知  
    ○  

（会計室Ｍに限る。）  

会計・調達業務の細則に関する規程第２

４条（契約の公表）に基づく契約の公表  
      ○  

（会計室Ｍに限る。）  

会計伝票処理      ○  
（会計室Ｍに限る。）  

税の申告、納付    ○  
（会計室長）  

  

出納処理      ○  
（会計室Ｍに限る。）  

同一経理内の預金口座の区分設定    ○  
（会計室長）  

 

  

余裕金等の運用を行う金融機関の選定結

果の通知、公表  
  ○  

（会計室長）  
○  

（会計室Ｍに限る。）  

雑費の支出  ○ 100万円 
（部長（部長による雑

費の支出を除く。））  

  

法定資格者の選任、解任    ○  
（部長）  

  

業務規程第１８７条（電子情報を交換す

るための標準規格の策定）に基づき策定

する標準規格の軽微な変更  

  ○  
（情報システム室長）  

  

電力保安通信回線に関する総務省への諸

願届  
    

  
○  

(情報システム室Ｍに限る。) 
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３．需給計画部  

 

項目  事務局長  需給計画部長 
副部長 

所長 

マネージャー 
請求書の発行    ○  ○  

（容量市場関係業務に

限る。）  
  容量確保契約書、変更契約書及び解約合

意書の締結（容量オークションの結果に

基づくもの、市場退出（事由が必然的な

ものに限る。）、会社法上の組織再編に伴

う契約承継等に限る。） 

   ○  
（所長） 

容量確保契約に関わる承諾書等の提出

（本機関の雛形による承諾書等を提出す

る場合、又は承諾書等を提出済みの案件

において同様の内容の承諾書等を提出す

る場合に限る。） 

  ○ 

（所長） 

容量市場に関する決裁済みの事業者向け

資料のウェブサイトへの掲載並びに周知

内容のウェブサイト及び容量市場システ

ムへの掲載 

  ○ 

（所長） 

（マネージャー（掲載

内容の軽微な更新に限

る。）） 

  
 

４．系統計画部  

項目 事務局長 系統計画部長 副部長 

マネージャー 

業務規程第５１条（本機関の発議による

計画策定プロセスの開始）第２号イに基

づく計画策定プロセスの開始要件への非

該当の決定  

  ○ 

（技術的観点から容易に 

判断できる場合に限る。）  

  

業務規程第６４条の５（資金の貸付け）

第６項に基づく、貸付契約書に定める貸

付実行前提条件の充足確認及び貸付けの

実行 

 ○  

元利金支払金額通知書の発行   ○ 
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５．運用部  

項目 事務局長 運用部長 

副部長 

担当部長 
マネージャー 

所長、副所長 

当直長 

業務規程第８章（需給状況の監視）に基

づく需給に関する計画の取りまとめ、公

表  

  ○  
（月間）  

○  
（所長）  
（週間）  

○ 
（翌々日～当

日） 

業務規程第９章（需給状況の悪化時の指

示等）に基づく要請、公表 

 ○   

業務規程第１０章（地域間連系線の管

理）に基づく運用容量・マージン・空容

量の算定、公表  

  ○  
（運用容量・マージ

ンについては月間、

空容量については月

間以前）  

○  
（所長）  
（週間）  

○ 
（翌々日～当

日） 

長期計画及び年間計画における運用容

量、マージンの変更、公表  
（長期及び年間計画の理事会決定後、広

域連系系統等の作業停止計画あるいは発

電計画の変更があった場合など、算定方

法に変更がないものに限る。）  

  ○  
  

   

業務規程第１０章（地域間連系線の管

理）及び業務規程附則に基づく連系線の

計画潮流並びに経過措置計画の管理、経

過措置可否判定を含む送電可否判定、経

過措置減少処理及び混雑処理  

  ○    
  

○ 
（翌々日～当

日） 

業務規程第１１１条（需給状況の悪化時

の指示又は要請）第１項に基づく指示の

うち、以下の内容 
（１）融通指示  
（２）各一般送配電事業者による連系線

のマージンの使用※（連系線潮流抑制のた

めのマージンの使用を除く。）  
※業務規程第１１６条及び第１５２条  

     ○  

（所長） 

○  
（所長に連絡

が取れない場

合に限る。） 

業務規程第１２２条（指示の公表）に基

づく公表（融通指示に限る。） 

  ○ 

（所長） 

（副所長（所長に連

絡が取れない場合に

限る。）） 

 

業務規程第１２３条の２（需給状況悪化時

等の１時間前取引の取扱い）に基づく１

時間前取引の送電可否判定の照会の受付

停止、通知 

   ○ 
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５．運用部（続き）  

項目 事務局長 運用部長 

副部長 

担当部長 
マネージャー 

所長、副所長 

当直長 

業務規程第１２６条（運用容量の設定）第

１項に基づく、検討スケジュール、運用容

量の算出断面、需要その他の検討条件の公

表  

  ○  
（前年度分の算出以

降、利用者等からの 

要望による変更がな 

い場合に限る。）  

  

業務規程第１６１条（作業停止計画の最終

案の提出、承認）第３項に基づく月間作業

停止計画の承認及び第１６８条（系統情報

の公表）に基づく同計画の公表  

  ○    

業務規程第１６６条（作業停止計画の変

更）第３項に基づく年間作業停止計画の変

更・追加の承認及び第１６８条（系統情報

の公表）に基づく同計画の公表  

  ○  
  

○  
（マネージャー）  

（当該作業により、

連系線運用容量が変

更にならないものに

限る。）  

  

業務規程第１６６条(作業停止計画の変

更) 第３項に基づく月間作業停止計画の

変更及び計画外作業停止の承認並びに第

１６８条（系統情報の公表）に基づく同

計画及び同計画外作業停止の公表  

  ○  
  

○  
（マネージャー）  

（当該作業により、 

連系線運用容量が  
変更にならないもの 

に限る。）  

○  
（事故障害時に伴

う緊急作業、当

日作業の延長・

短縮対応など事

前の調整ができ

ないものに限

る。）  
業務規程第１６８条（系統情報の公表）

に基づく作業停止の実績の公表  
      ○  

 

業務規程第１６８条（系統情報の公表）に

基づく連系線及び連系線の運用容量に影響

を与えた地内基幹送電線の故障状況の公表  

    ○  ○  
（緊急時に限

る。） 

業務規程第１６８条（系統情報の公表）に

基づく連系線の予想潮流の公表  
  ○  

（月間以前）  
 ○    

（所長）  
（週間）  

 

業務規程第１８０条第１項（出力抑制時の

検証）に基づく出力抑制が適切であったか

否かの確認及び検証（離島における出力抑

制に関するものに限る。）  

  ○  
  

    
  

送配電等業務指針第２６９条（事業者コー

ド等の申請）及び送配電等業務指針附則

（平成２９年９月６日）第５条（経過措置

計画コードの申請）に基づくコードの発行  

    ○  
（マネージャー）  
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５．運用部（続き）  

項目 事務局長 運用部長 

副部長 

担当部長 
マネージャー 

所長、副所長 

当直長 

業務規程附則第９条第２項に基づく、供給

先未定発電事業者等の計画書等の妥当性の

確認  

  ○      

広域運用センター代行業務委託契約に基づ

く、委託業務の開始及び終了  
    ○  

（所長）  
○  

（所長に連絡が取 

れない場合に限

る。）  

  

  

６．再生可能エネルギー・国際部  

項目  事務局長  再生可能エネルギー・ 

国際部長 マネージャー  

入札業務規程第１０条に基づく落札者の

決定  
  ○    

入札業務規程第１２条に基づく落札者決

定の取消し  
  ○    

入札業務規程第１８条及び第２０条に基

づく入札保証金の返還 

 ○   

入札業務規程第２２条に基づく入札保証

金の没収 

 ○  

（5千万円未満の案件 

に限る。） 

 

入札業務規程第２２条に基づく没収した

入札保証金の国庫への納付 

○ ○ 

（5千万円未満の案件 

に限る。） 

 

徴収等業務規程第９条に基づく納付金の

額の決定  

  ○  

 

  

徴収等業務規程第１７条に基づく供給促

進交付金の額の決定 

 ○   

徴収等業務規程第２３条に基づく調整交

付金の額の決定 

 ○   

徴収等業務規程第３８条に基づく認定事

業者の返還額又は納付額の決定 

 ○  

積立金管理業務規程第９条に基づく交付

金相当額積立金の額の決定 

 ○  

積立金管理業務規程第１５条に基づく解

体等積立金の額の決定  

 ○  

積立金管理業務規程第１９条に基づく交

付金相当額積立金の取戻し額の決定  

  ○    
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６．再生可能エネルギー・国際部（続き） 

項目  事務局長  
再生可能エネルギー・ 

国際部長 
マネージャー  

積立金管理業務規程第２０条に基づく交

付金相当額積立金の本機関へ帰属する額

の決定 

 ○  

積立金管理業務規程第２３条、第２４条

及び第３０条に基づく解体等積立金の取

戻し額の決定  

  ○    

請求書の発行      ○  
（再生可能エネルギー関 

連業務に限る。）  

  

 

７．紛争解決対応室  

項目  事務局長  紛争解決対応室長  副室長  

業務規程第２０章（苦情及び相談）に基

づく会員等からの苦情・相談に対する回

答  

○  
  

○  
（軽易な調査又は調整に 

より対応できるものに限 

る。）  
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【参考】変更履歴  

施行 平成２７年 ４月 １日 

変更 平成２７年 ６月２９日 

変更 平成２７年 ９月３０日 

変更 平成２８年 ４月 １日 

変更 平成２９年 ４月 １日 

変更 平成２９年 ５月２４日 

変更 平成３０年 ４月 １日 

変更 平成３０年１０月 １日 

変更 ２０１９年 ４月 １日 

変更 ２０２１年 ６月 ９日 

変更 ２０２１年 ７月 １日 

変更 ２０２２年 ４月 １日 

変更 ２０２２年 ６月２９日 

変更 ２０２３年 ７月 １日 

変更 ２０２３年１１月２２日 

変更 ２０２４年 ４月 １日 

変更 ２０２４年 ７月３１日 

変更 ２０２４年１２月２５日 

変更 ２０２５年 ３月１９日 

変更 ２０２５年 ４月 ９日 

変更 ２０２５年 ４月２３日 

変更 ２０２５年 ６月 ４日 


